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協 議 会 協 議 項 目 （ 案 ）

津 地 区 合 併 協 議 会

各種事務事業の取扱いについて

人権施策
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・町が設置した集会所について
は、適切な維持管理及び運営を
図るため、日常の使用管理は自
治会で行い、必要な施設修繕や
保守点検は町が実施している。

・村が設置した集会所について
は、施設の保守点検や光熱水
費の負担など地元自治会による
自主的な管理運営により実施し
ている。

-施設（集会所・会
館）維持管理運営
事業

・市が設置した集会所・会館につ
いては、適切な維持管理及び運
営を図るため、必要な施設修繕
や保守点検は市が実施している
が、日常の管理運営費として各
自治会へ補助金を交付してい
る。
なお、平成１３年度に行った同和
対策事業補助金等の見直しによ
り、３年間で段階的に削減し、平
成１７年度以降は自主運営とし
ている

・市が設置した集会所を適切に
維持管理できるように地域に管
理を委託し、地域にあった運営
を行うと共に必要に応じて施設
の修繕や保守点検を実施してい
る。

-

【使用料】
・会議室等
午前９時～正午           ２００円
正午～午後５時           ３００円
午後５時～午後１０時    ５００円
（使用料の減免あり）

【使用料】
・集会室
昼間　２００円以内
夜間　３００円以内
（使用料の減免あり）

今後の補助金の交付額につい
ては未定。

今後の補助金の交付額につい
ては未定。

-

隣保館運営事業
・社会調整及び研究事業
・相談事業
・地域福祉事業
・啓発及び広報活動事業
・地域交流事業
・小規模地域対策事業
・その他の事業

-

【休館日】
毎週月曜日

なお、当補助金は今後３年間で
段階的に削減し、平成１７年度
以後は一般対策での対応とな
る。

【休館日】
毎週土、日曜日及び祝祭日

今後の補助金の交付額につい
ては未定。

-

同左 - 津市に同じ 同左 -

関　係　項　目

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

　　　人権施策

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

協　議　項　目 ２５　各種事務事業の取扱い 専　門　部　会 市民部会

分　   科　   会 地域調整分科会

人権・同和問題事
業補助金（運動団
体等補助金）

 「地対財特法」失効後における
運動団体、対象地区自治会長
が実施する啓発活動、各種研修
会への参加及び開催など、人
権・同和問題の早期解決に向け
た取り組みに対し補助金を交付
している。

・会館４カ所、集会所４カ所
・１４年度補助金１施設あたり
１３４，４００円を交付

・集会所７カ所
・補助金は交付していない

・集会所６カ所
・補助金は交付していない

・集会所１カ所
・補助金は交付していない

隣保館運営事業
・社会調整事業
・相談事業
・地域福祉事業
・啓発及び広報活動事業
・地域交流事業
・青少年指導育成事業
・その他の事業

文化会館運営事業
・社会調整事業
・相談事業
・地域福祉事業
・啓発及び広報活動事業
・地域交流事業
・青少年指導育成事業
・その他の事業

-

【休館日】
毎週土、日曜日及び祝祭日

【休館日】
毎週日曜日

【使用料】
設定なし

隣保館運営事業 隣保館運営事業
・社会調整及び研究事業
・相談事業
・地域福祉事業
・啓発及び広報活動事業
・地域交流事業
・小規模地域対策事業
・その他の事業

【使用料】
・会議室等
午前９時～正午           ６３０円
正午～午後５時       １，０５０円
午後５時～午後９時  １，５７０円
午前９時～午後９時  ３，１５０円
（使用料の減免あり）
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村が設置した隣保館の分館８館
に対して講座開催回数や使用回
数に応じて管理委託料を交付し
ている。

施設の日常の管理運営に係る補助金及び委託料については、合併時までに地元自
治会との協議を行い、平成１６年度で廃止する。
また、施設の維持管理運営に要する経費の負担については、現行のまま新市に引き
継ぐ。

-

構　　成　　市　　町　　　村　　の　　現　　況
調整の具体的内容

【使用料】
・会議室等
午前９時～正午           ５００円
午後１時～午後５時      ７００円
午後５時～午後９時  １，０００円
午前９時～午後９時  １，５００円
（使用料の減免あり）

なお、当補助金は今後３年間で
段階的に削減し、平成１７年度
以後は一般対策での対応とな
る。

同左

一　志　町 白　山　町

・町が設置した集会所について
は、施設の保守点検や光熱水
費の負担など地元自治会による
自主的な管理運営により実施し
ている。

-

津市に同じ

今後の補助金の交付額につい
ては未定。

-

-

　１．新たに制度を制定する。（合併と同時）
　５．新たに制度を制定する。（合併と同時）
１１．新市に移行後も、当分の間現行のとおりとし、随時調整する。（合併後３年程度）

香 良 洲 町

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

調　整　の　内　容

・集会所６カ所
・補助金は交付していない

・分館８カ所
・1４年度委託料１施設あたり
約６０，０００円を交付

同左 津市においては当補助制度は合併までの方向付けがなされているが、他の実施市町
村では各団体への補助金額、補助内容、今後の考え方など取り扱いが異なっている。
このため、新市における当補助金のあり方について、合併時までに津市の考え方を基
に整理・調整を図る。

美　杉　村

なお、当補助金は今後３年間で
段階的に削減し、平成１７年度
以後は一般対策での対応とな
る。

- 隣保館運営事業
・社会調査及び研究に関するこ
と
・生活相談指導及び生活改善に
関すること
・保健衛生指導に関すること
・社会福祉相談に関すること
・教養文化活動に関すること
・啓発及び広報に関すること
・その他目的達成に必要と認め
た事業

川合文化会館運営事業
・保健衛生知識の向上に関する
事業
・相談事業
・地域福祉事業
・啓発及び広報活動事業
・地域交流事業
・その他の事業

隣保館運営事業
・社会調整及び研究事業
・相談事業
・地域福祉事業
・啓発及び広報活動事業
・地域交流事業
・小規模地域対策事業
・その他の事業

基本的には職員体制等も含め、現行のまま新市に引き継ぐものとするが、施設利用料
については、合併後３年程度を目処に調整していく。

【休館日】
毎週土、日曜日及び祝祭日

【休館日】
毎週土、日曜日及び祝祭日

【休館日】
毎週土、日曜日及び祝祭日

【使用料】
・会議室等
利用時間帯により１，０００円～
３，０００円など
（使用料の減免あり）

【使用料】
・集会室
利用時間により９００円～５,０００
円など

2/2


